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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液透過性のトップシートと体液不透過性のバックシートとの間に体液吸収体が介在さ
れ、この体液吸収体側方の物品側端部に脚周り用伸縮部材が伸張下で固定されて前後方向
に伸縮する脚周り伸縮部が形成され、物品後端部に胴周り用伸縮部材が伸張下で固定され
て幅方向に伸縮する胴周り伸縮部が形成され、物品後端部の両側端部に、物品前端部の両
端部に止着される止着テープが設けられ、
　使用にあたり、前記止着テープが側方に引っ張られるのにともなって、前記胴周り伸縮
部が側方に引っ張られる、使い捨て紙おむつであって、
　前記胴周り伸縮部は前記止着テープ間に位置しており、
　前記脚周り伸縮部が前記胴周り伸縮部にまで達するように、前記脚周り用伸縮部材が備
えられるとともに、この脚周り伸縮部が胴周り伸縮部に達する部位が前記止着テープ間に
位置しており、
　前記体液吸収体の後縁は前記胴周り伸縮部の前縁よりも前方に位置し、かつ前記体液吸
収体の側縁は前記脚周り伸縮部の幅方向中央側の側縁よりも幅方向中央側に位置している
、ことを特徴とするテープ型使い捨て紙おむつ。
【請求項２】
　前記体液吸収体と前記脚周り伸縮部との間隙が、前記胴回り伸縮部側において股間部側
におけるよりも狭くなっている、請求項１記載のテープ型使い捨て紙おむつ。
【請求項３】
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　前記胴回り伸縮部側における間隙／前記股間部側における間隙が、０．４～０．８とさ
れている、請求項２記載のテープ型使い捨て紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープ型使い捨て紙おむつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の使い捨て紙おむつは、例えば、テープ型の例を図１に示すように、体液透過性
のトップシート１０１と体液不透過性のバックシート１０２との間に体液吸収体１０３が
介在されるのが、一般的である。また、この種の使い捨て紙おむつにおいては、体液吸収
体１０３側方の物品側端部に、糸ゴム等からなる脚周り用伸縮部材１２１が伸張下で固定
されて、例えば、ガスケットカフスや平面ギャザーなどと呼ばれる前後方向に伸縮する脚
周り伸縮部１２０が形成され、加えて、物品前後端部の少なくとも一方に、図示例では背
側に、糸ゴム等からなる胴周り用伸縮部材１３１が伸張下で固定されて、幅方向に伸縮す
る胴回り伸縮部１３０が形成されたものが、汎用化されている。
　しかしながら、この従来のテープ型使い捨て紙おむつは、物品後（背側）端部の両側端
部に設けられたファスニングテープ等からなる止着テープ１０９，１０９を側方に引っ張
り、物品前（腹側）端部の両端部に止着して、使用される。したがって、使用にあたり、
胴周り伸縮部１３０も側方に引っ張られ、体液吸収体１０３と脚周り伸縮部１２０との間
隙Ｘ１が、図１中に拡大して間隙Ｘ２として示すように、幅方向に広がる。一方、この間
隙Ｘ２においては、尿や軟便等の体液が、体液吸収体３に吸収保持されていないため、移
動容易な状態にある。したがって、間隙Ｘ１が間隙Ｘ２に広がると、移動容易な体液が増
えることになり、この移動容易な体液が、間隙Ｘ２を通って脚周り伸縮部１２０と胴周り
伸縮部１３０との間から側方へ移動することになるため、いわゆる脇漏れが生じるおそれ
が高まる。
【特許文献１】特開２００５‐９５６５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、胴回り部からの漏れ（脇漏れ）が生じるおそ
れのないテープ型使い捨て紙おむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題を解決した本発明は、次のとおりである。
　〔請求項１記載の発明〕
　体液透過性のトップシートと体液不透過性のバックシートとの間に体液吸収体が介在さ
れ、この体液吸収体側方の物品側端部に脚周り用伸縮部材が伸張下で固定されて前後方向
に伸縮する脚周り伸縮部が形成され、物品後端部に胴周り用伸縮部材が伸張下で固定され
て幅方向に伸縮する胴周り伸縮部が形成され、物品後端部の両側端部に、物品前端部の両
端部に止着される止着テープが設けられ、
　使用にあたり、前記止着テープが側方に引っ張られるのにともなって、前記胴周り伸縮
部が側方に引っ張られる、使い捨て紙おむつであって、
　前記胴周り伸縮部は前記止着テープ間に位置しており、
　前記脚周り伸縮部が前記胴周り伸縮部にまで達するように、前記脚周り用伸縮部材が備
えられるとともに、この脚周り伸縮部が胴周り伸縮部に達する部位が前記止着テープ間に
位置しており、
　前記体液吸収体の後縁は前記胴周り伸縮部の前縁よりも前方に位置し、かつ前記体液吸
収体の側縁は前記脚周り伸縮部の幅方向中央側の側縁よりも幅方向中央側に位置している
、ことを特徴とするテープ型使い捨て紙おむつ。



(3) JP 5085085 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【０００５】
　〔請求項２記載の発明〕
　前記体液吸収体と前記脚周り伸縮部との間隙が、前記胴回り伸縮部側において股間部側
におけるよりも狭くなっている、請求項１記載のテープ型使い捨て紙おむつ。
【０００６】
　〔請求項３記載の発明〕
　前記胴回り伸縮部側における間隙／前記股間部側における間隙が、０．４～０．８とさ
れている、請求項２記載のテープ型使い捨て紙おむつ。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、脇部からの漏れ（特に背側の軟便漏れ）が生じるおそれのない使い捨
て紙おむつとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本発明の実施の形態を説明する。
【０００９】
　図２及び図３に、本形態のテープ型の使い捨て紙おむつを示した。本形態の紙おむつは
、不織布や多孔フィルムなどからなる長方形状などの形状の体液透過性のトップシート１
とポリエチレンシートやポリラミ不織布、ミクロボイドを形成して蒸気は透過するが液は
透過しないシートなどからなる体液不透液性のバックシート２との間に、適宜高分子吸収
性ポリマーが添加されるなどした綿状パルプ等からなり、例えば、長方形状や砂時計形状
などの適宜形状とされた、図示例では砂時計形状とされたある程度の剛性を有する体液吸
収体３が介在された吸収性本体４を有する。体液吸収体３は、例えば、ティシュペーパー
やクレープ紙や親水性不織布などからなる被覆シート３Ａで被覆することができる。バッ
クシート２の裏面には、外形シート５が備えられている。外形シート５は、最終製品の外
面全体に及んで製品形状を規定する連続シートである。図示例の外形シート５は、砂時計
形状に成形されている。外形シート５は、ムレ防止などの点から、通気性及び不透液性（
撥水性）の少なくとも一方、好ましくは両方の特性を有するとよい。外形シート５の素材
は、適宜選択することができる。具体的には、例えば、ポリプロピレン主体の熱融着繊維
及びレーヨン繊維を混綿したレーヨンスパンレース不織布と、ウレタンやイソプレンゴム
系の材料を主体とするメルトブロー不織布と、を熱融着、超音波接合、ホットメルト接着
剤による接合などして一体化したものを例示することができる。この素材を使用する場合
においては、前者の不織布（レーヨンスパンレース不織布）が着用者の肌側となるように
するのが好ましい。外形シート５の使用面側には、体液不透過性のバックシート２が設け
られており、体液の裏抜けが防止されているので、外形シート５自体は、通気性及び体液
透過性を有するものであってもよい。なお、符号９，９は、ファスニングテープ等からな
る止着テープである。
【００１０】
　トップシート１の後端部、バックシート２の後端部及び外形シート５の後端部で構成さ
れる物品後（背側）端部のフラップ部には、帯状ゴムや糸状ゴム等からなる胴周り用伸縮
部材３１，３１…が伸張下で固定されて、幅方向に伸縮する背側胴周り伸縮部３０が形成
されている。胴周り用伸縮部材３１，３１…は、例えば、シート間のいずれかに、一本を
又は複数本を平行に備えることができる。胴周り伸縮部３０は、使用にあたり、止着テー
プ９，９が側方に引っ張られるのにともなって、側方に引っ張られる。胴回り伸縮部は、
物品前端部（腹側）と後端部の両方に設けてもよい。
【００１１】
　トップシート１（フラップ部）の前後端部上には、不透液性の又は不織布を撥水処理し
た不透液性であるが通気性の前後フラップシートを設けることもできる。この前後フラッ
プシートは、基端部（物品前方・後方側の端部）がトップシート１上にホットメルト接着
剤などによって固定される。他方、この前後フラップシートの先端部（股間部側の端部）
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は、トップシート１上に固定されない起立部とされる。この起立部の先端部には、帯状ゴ
ムや糸状ゴム等からなる伸縮部材が伸張下でホットメルト接着剤などによって固定される
。したがって、使用状態においては、かかる伸縮部材の収縮によって起立部が使用面から
起立し、体液の前後漏れが防止される。この前記フラップシートは、トップシート１の前
後端部両方に設けるのではなく、一方でもよい。もちろん、本形態においては、省略する
こともできる。
【００１２】
　一方、本形態において、吸収性本体４の側端部使用面側には、バリヤーカフスや立体ギ
ャザーなどとも呼ばれる起立ギャザー１０，１０が備えられている。起立ギャザー１０は
、基端部（物品側方側の端部）が吸収性本体４に固定され、この固定部と固定されていな
い起立部との境界が起立始点、つまり起立部の近位縁となっている。この近位縁は、起立
ギャザー１０を吸収性本体４に固定するためのホットメルト接着剤層６の幅方向中央側端
縁６Ｘと一致し、トップシート１上に位置する。
【００１３】
　ここで、このトップシート１の側縁１Ｘは、バックシート２の側縁２Ｘよりも幅方向中
央側に位置している。この点、トップシート１の側縁１Ｘがバックシート２の側縁２Ｘ上
に位置していると、体液がトップシート１内部を側縁１Ｘまで伝わり染み出しが生じるお
それがある。トップシート１の側端部は、バックシート２に、例えば、ホットメルト接着
剤などによって固定することができる。
【００１４】
　また、本形態において、起立ギャザー１０は、下側起立シート１１、不透液層１４及び
上側起立シート１２がこの順に積層された積層構造とされている。したがって、起立ギャ
ザー１０を透過する滲み出しは完全に防止され、しかも、肌触りが悪化するおそれがない
。また、積層構造とすると、防漏性が高まるばかりでなく、特に起立ギャザー１０として
の形状保持性が良好となり、着用中において、捲れなどが生じず、漏れ防止効果がより高
いものとなる。
【００１５】
　本形態の起立ギャザー１０は、その先端縁（遠位縁）１０Ｘ近傍に、帯状ゴムや糸状ゴ
ムなどからなる単数又は複数の、図示例では２本の伸縮部材１３，１３が伸張下でホット
メルト接着剤などにより固定されている。起立ギャザー１０は、かかる伸縮部材１３，１
３の収縮によって起立し、先端縁１０Ｘ近傍が着用者の脚周りに当接する。起立した起立
ギャザー１０，１０とトップシート１とで囲まれる、上方開口のほぼ台形の空間によって
、尿や軟便等の体液の閉じ込め用ポケット空間が形成される。このポケット空間内に、尿
や軟便等の体液が排泄されると、主に、尿等の液体はトップシート１を通過して体液吸収
体３内に吸収され、他方、軟便等の固形分は起立ギャザー１０，１０がバリヤー（障壁）
になってその乗り越えが防止される。
【００１６】
　起立シート１１，１２は、例えば、撥水処理した不織布によって形成することができ、
実質的に通気性を有する素材によって形成することができる。また、微細な通気用孔開き
柔軟フィルムなどでもよい。
【００１７】
　本形態において、起立ギャザー１０をどのようにして積層構造とするかは、特に限定さ
れない。例えば、図示例のように、連続する起立シート（１１，１２）を、不透液層１４
を挟んで折り返し、この折り返し縁１０Ｘから一方が下側起立シート１１と、他方が上側
起立シート１２と、なるようにすることや、複数枚の起立シートを、不透液層１４を挟ん
で重ね合わせることなどにより、積層構造とすることができる。本形態では、起立シート
１１，１２を、内面側（下側）を短くして段違いに内折りして２重に形成している。
【００１８】
　一方、起立シート１１，１２間に介在される不透液層１４も、どのようにして形成する
かが、特に限定されない。例えば、フィルムシートを起立シート１１，１２にラミネート
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し、このラミネートされたフィルムシートが不透液層１４となるようにすることや、起立
シート１１，１２を、ホットメルト接着剤を塗工して貼り合わせ、塗工したホットメルト
接着剤が固化して形成された層が不透液層１４となるようにすることができる。このホッ
トメルト接着剤の塗工は、スパイラル塗工によるのが好ましく、カーテン塗工によるのが
より好ましく、ベタ塗工によるのが特に好ましい。
【００１９】
　このようにしてなる起立ギャザー１０の下側起立シート１１及び不透液層１４の基端部
（物品側方側の端部）は、トップシート１の側縁１Ｘを越えてバックシート２上まで延在
するのが、つまり下側起立シート１１の側縁１１Ｘ及び不透液層１４の側縁がトップシー
ト１の側縁１Ｘよりも幅方向側方に位置するのが好ましい。この点、下側起立シート１１
の側縁１１Ｘ及び不透液層１４の側縁がトップシート１の側縁１Ｘ上、あるいはトップシ
ート１の側縁１Ｘよりも幅方向中央側に位置すると、トップシート１の内部を側縁１Ｘま
で伝わった体液は、単に起立ギャザー１０を吸収性本体４に固定するためのホットメルト
接着剤層６及び上側起立シート１２を透過するのみで表面に滲み出すことになってしまう
。これに対し、本形態によると、トップシート１の内部を側縁１Ｘまで伝わった体液は、
ホットメルト接着剤層６及び上側起立シート１２のほか、下側起立シート１１及び不透液
層１４によって表面への透過が阻止されるため、滲み出しのおそれがまったくない。
【００２０】
　この際、近位縁６Ｘから下側起立シート１１の側縁１１Ｘ及び不透液層１４の側縁まで
の距離は、５～３０ｍｍ、好ましくは１５～２５ｍｍである。
【００２１】
　さらに、起立ギャザー１０基端部の吸収性本体４に対する固定は、近位縁６Ｘから上側
起立シート１２のバックシート２上の部位６Ｙまで連続するホットメルト接着剤層６によ
って、行われているのが好ましい。これにより、トップシート１の内部を側縁１Ｘまで伝
わった体液の染み出しが防止される。
【００２２】
　この際、ホットメルト接着剤層６の塗工幅は、５～３５ｍｍ、好ましくは５～２０ｍｍ
である。
【００２３】
　本形態において、体液吸収体３側方の上側起立シート１２の基端部（物品側方の端部）
は、バックシート２に固定され、両者１２，２によってフラップ部が構成されている。こ
のフラップ部には、より詳細には、上側起立シート１２の基端部とバックシート２との間
には、単数又は複数の、図示例では３本の脚周り用伸縮部材２１，２１…が、伸張下でホ
ットメルト接着剤などによって固定されて、脚周り用伸縮部材２１，２１…の伸縮力によ
り前後方向に伸縮するひだ状の脚周り伸縮部２０が形成されている。この脚周り伸縮部２
０は、物品側端部に位置し、一般には、平面ギャザー、ガスケットカフスなどとも呼ばれ
る。脚周り伸縮部材２１は、上側起立シート１２の基端部とバックシート２との間ではな
く、バックシート２と外形シート５との間に備えることもできる。脚周り伸縮部２０が形
成されていると、仮に、体液が起立ギャザー１０を乗り越えたとしても、平面ギャザー２
０によって横漏れが防止される。
【００２４】
　もっとも、単に脚周り伸縮部２０が形成されているのみであると、前述図１で示したよ
うに、体液が、間隙（Ｘ２）を通って脚周り伸縮部（１２０）と胴周り伸縮部（１３０）
との間から側方へ移動する、いわゆる前後漏れるが生じるおそれが高まる。そこで、本形
態では、図２に示すように、脚周り伸縮部２０が、胴周り伸縮部３０にまで達するように
、脚周り用伸縮部材２１，２１…が備えられている。この形態によると、図２中に拡大し
て示すように、体液吸収体３と脚周り伸縮部２０との間隙が広がり、移動容易な体液が増
えたとしても、この体液は、脚周り伸縮部２０によって前後漏れ（胴周りにおける横漏れ
）を阻止される。また、この形態によると、胴周り用伸縮部材３１によって脚周り用伸縮
部材２１が引っ張られるため、胴周り伸縮部３０と脚周り伸縮部２０とが連動し、脚周り
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伸縮部２０が太腿部を外側包み込むように曲線状に配置されることになる。したがって、
漏れ防止効果が高まる。
【００２５】
　ここで本形態においては、脚周り伸縮部２０の前後端縁が、図示例では後（背側）端縁
が、胴周り伸縮部３０の股間側端縁３０ａに達している形態、つまり、脚周り用伸縮部材
２１，２１…の前後端縁が、図示例では後（背側）端縁が、最も股間側に位置する胴周り
用伸縮部材３１に接している形態を示しているが、これに限定する趣旨ではない。例えば
、脚周り伸縮部２０の前後端縁が、胴周り伸縮部３０上に達している形態、つまり、脚周
り用伸縮部材２１，２１…の前後端縁が、胴周り用伸縮部材３１の１本、複数本又は胴周
り用伸縮部材３１の半分以上の伸縮部材と交差している形態などを、例示することもでき
る。また、図面には明記していないが、脚周り伸縮部２０が紙おむつの側外方に凸状にわ
い曲する形態を含む。
【００２６】
　また、体液吸収体３と脚周り伸縮部２０とは、胴回り伸縮部側における間隙Ｘ１が股間
部側における間隙Ｘ３よりも狭くなっているのが好ましく、Ｘ１／Ｘ３が０．４～０．８
となっているのがより好ましい。間隙Ｘ１が間隙Ｘ３よりも狭くなっていると、軟便等の
体液が、股間部側に向かって流れ易くなるため、間隙Ｘ１における移動容易な体液が減り
、体液の前後漏れがより防止される。もっとも、間隙Ｘ１があまりに狭すぎ、Ｘ１／Ｘ３
が０．４を下回ると、体液吸収体３がある程度の剛性を有することを原因として、脚周り
伸縮部２０の脚への密着性が低下し、かえって体液の前後漏れの可能性が高くなる。一方
、０．８を上回ると、胴周り伸縮部３０と脚周り伸縮部２０とが連動し効果が低くなり、
漏れ防止効果が低くなる。
【００２７】
　ところで、以上のように脚周り伸縮部２０が形成され、しかも前述したように、起立ギ
ャザー１０が先端部１０Ｘに伸縮部材１３が伸張下で固定されて起立するように構成され
ている場合においては、起立ギャザー１０の伸縮部材１３の伸張率と脚周り伸縮部２０の
伸縮部材２１の伸張率との差を小さくし、かつ起立ギャザー１０の伸縮部材１３の伸張率
が脚周り伸縮部２０の伸縮部材２１の伸張率よりも若干高くなるようにするとよい。具体
的には、起立ギャザー１０の伸縮部材１３の伸張率／脚周り伸縮部２０の伸縮部材２１の
伸張率（以下「伸張率比」ともいう。）が、１．０～１．２とされているのが好ましく、
１．０～１．１とされているのがより好ましい。伸張率比が１．０を下回ると、脚周り伸
縮部２０が起立ギャザー１０に覆い被さろうとして起立ギャザー１０の起立が悪くなる。
他方、伸張率比が１．２を上回ると、起立ギャザー１０が肌を強く圧迫して肌に跡つきが
生じる。この際、起立ギャザー１０の伸縮部材１３の伸張率は、２３０～２８０％、好ま
しくは２５０～２６０％、脚周り伸縮部２０の伸縮部材２１の伸張率は、２２０～２６０
％、好ましくは２３５～２４５％、起立ギャザー１０の伸縮部材１３の伸張率－脚周り伸
縮部２０の伸縮部材２１の伸張率は、０～４０％、好ましくは１０～２０％である。
【００２８】
　なお、伸縮部材１３，２１の伸張率（％）とは、「伸張固定されている状態における伸
縮部材１３，２１の長さ／伸張されていない状態（自由状態）における伸縮部材１３，２
１の長さ×１００」を意味する。
【００２９】
　ところで、前述した体液吸収体３と脚周り伸縮部２０との間隙にも影響することである
が、体液吸収体３は、股間部の幅が前後端部の幅の５５～８５％とされているのが好まし
く、７０～８０％とされているのがより好ましい。股間部の幅が前後端部の幅の５５％を
下回ると、股間部での吸収能力が足りず漏れやすい、また股間部の吸収体強度が弱くよれ
われが発生し立体ギャザーや平面ギャザーのフィット性も悪化する。他方、股間部の幅が
前後端部の幅の８５％を上回ると、股間部の切り欠き（括れ）が小さいために股間部のフ
ィット性が悪くなり、立体ギャザーや平面ギャザーのフィット性も悪化する。この際、「
前後端部の幅－股間部の幅／２」は、１０～３０ｍｍ、好ましくは１２～１８ｍｍである
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。
【００３０】
　また、体液吸収体３の最幅広部の側縁３Ｘよりも側方に起立ギャザー１０の近位縁６Ｘ
が位置するのが好ましい。この形態によると、起立ギャザー１０の起立が安定する。側縁
３Ｘから近位縁６Ｘまでの距離は、０～３０ｍｍ、好ましくは１０～２０ｍｍである。
【００３１】
　さらに、起立ギャザー１０の近位縁６Ｘから遠位縁１０Ｘまでの距離が、近位縁６Ｘか
ら脚周り伸縮部材２１までの最短距離以上で、かつ近位縁６Ｘから体液吸収体３の股間部
側縁３Ｙまでの距離以下であると、より好ましいものとなる。近位縁６Ｘから脚周り伸縮
部材２１までの最短距離が近位縁６Ｘから遠位縁１０Ｘまでの距離よりも長いと、脚周り
伸縮部２０が起立ギャザー１０に覆い被さって、起立ギャザー１０を越えて内側に入り、
横漏れの原因となるおそれがある。他方、近位縁６Ｘから遠位縁１０Ｘまでの距離が近位
縁６Ｘから体液吸収体３の股間部側縁３Ｙまでの距離よりも長いと、起立ギャザー１０が
股間部（前後方向中央部）で高く起立し過ぎて、股間に食い込み、装着の不快感や漏れに
つながるおそれがある。
【００３２】
　以上の場合、近位縁６Ｘから体液吸収体３の股間部側縁３Ｙまでの距離は、１５～３５
ｍｍ、好ましくは２０～３０ｍｍ、近位縁６Ｘから脚周り伸縮部材２１までの最短距離は
、１０～３５ｍｍ、好ましくは２０～３０ｍｍ、両距離の合計距離は、２５～７０ｍｍ、
好ましくは４０～６０ｍｍとすることができる。
【００３３】
　〔その他〕
　以下の形態を取ることで、フィット性がさらに向上する。
（１）本形態の紙おむつの前後方向長さは、例えば、３００～５５０ｍｍとすることがで
きる。
（２）本形態において、伸縮部材１３，２１，３１は、その素材が天然ゴムであっても合
成ゴムであってもよい。また、伸縮部材１３，２１，３１の数、太さ、形状なども特に限
定されない。直線状ではなく、例えば、伸縮部材２１，３１について、図４に示すように
、曲線状、波線状に配置固定することなどもできる。
（３）本形態においては、胴周り伸縮部３０と体液吸収体３とが重なっていない形態を示
したがこれに限定する趣旨ではない。胴周り伸縮部３０と体液吸収体３とが重なっている
形態、つまり、胴周り伸縮部３０の股間側端縁３０ａが体液吸収体３に位置している形態
なども、例示することができる。また、胴周り伸縮部３０と体液吸収体３とが重なるよう
に配置しつつも、重なった部分の胴周り伸縮部材３１，３１…を切断除去することなども
できる。
（４）本形態において、止着テープ９は、その形状が特に限定されず、例えば、１枚のシ
ートを波線状にカットして切り出した山形形状とすることや、四角形状などとすることが
できる。また、止着テープの止着部と基端部の間を伸縮可能とした、伸縮テープを用いて
もよい。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、テープ型使い捨て紙おむつとして、適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来の使い捨て紙おむつの平面図である。
【図２】本形態の使い捨て紙おむつの平面図である。
【図３】本形態の使い捨て紙おむつの断面図である。
【図４】本形態の使い捨て紙おむつの平面図である。
【符号の説明】
【００３６】
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　１，１０１…トップシート、２，１０２…バックシート、３，１０３…体液吸収体、４
…吸収性本体、５…外形シート、９，１０９…止着テープ、１０…起立ギャザー、１１…
下側起立シート、１２…上側起立シート、１３，２１，３１…伸縮部材、１４…不透液層
、２０…脚周り伸縮部（平面ギャザー）、３０…胴回り伸縮部。

【図１】 【図２】
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